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本庄市小学生学習支援事業 学ぼう舎 
 

みんなの師匠 教育活動推進員 募集案内 
 

  

【お問合せ先】 

 本庄市教育委員会 生涯学習課 生涯学習係 

 TEL:0495-22-3248 FAX:0495-25-1193 

 MAIL:gakusyu_kakari@city.honjo.lg.jp 

mailto:gakusyu_kakari@city.honjo.lg.jp
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令和８年度 本庄市小学生学習支援事業 学ぼう舎 教育活動推進員（みんなの師匠）募集案内 

１．学ぼう舎の概要 

事 業 目 的 

児童にとって安全・安心な居場所をつくり、自主学習の支援や、多様な体験学習の機会を
提供することで、児童の自主性・創造性を育むことを目的とする。また、異なる年齢の児童や
地域住民との交流により、児童の社会性を形成し、地域との繋がりを築くことも目指してい
る。 

対 象 者 本庄市立小学校に就学する小学１〜６年生までの児童のうち、参加を希望した者 

実 施 会 場 
本庄西公民館・本庄南公民館・仁手公民館・北泉公民館・児玉公民館・ 
児玉中央公民館（セルディ） 

実 施 日 程 

・期間︓６月〜翌年２月 
・日程︓原則、年間17回程度（月２回程度）かつ隔週土曜日（祝日は除く） 

第１・第３週、または第２・第４週（実施会場による） 
・時間︓午前９時から正午まで 
※行事等の都合により、実施回数・実施週が異なる場合があります。 
※１年間のスケジュールは4月末に決定し、お知らせします。 

役 職 

・コーディネーター︓各会場１名。活動内容を企画・検討・実施し、運営に必要な措置を
講じる。また、児童の学習活動を補助・支援・指導し、活動中の安全
管理を行う。 

・教育活動推進員︓各会場数名。コーディネーターと連携し、活動内容を企画・実施する。
また、児童の学習活動を補助・支援・指導し、活動中の安全管理を
行う。 

実 施 内 容 

・自主学習︓児童が持参する宿題・ドリルや、会場で用意した教材を使用し、自主学習に
取り組む（主な教科は国語・算数）。コーディネーター及び教育活動推進
員は解答に基づいた丸付け等の支援をする。 

・体験学習︓スポーツ体験、自然体験、芸術文化活動、ものづくり、レクリエーション等の体
験学習を行う。コーディネーター及び教育活動推進員が内容を企画・指導す
るほか、外部講師を招くこともある。 

時 間 割 

09︓00〜09︓15 みんなの師匠打合せ（当日の確認）、児童受け入れ準備 
09︓15〜09︓30 児童集合、朝のあいさつ、出席・体調確認、自主学習の準備  
09︓30〜10︓15 自主学習の時間  
10︓15〜10︓35 休憩時間 
10︓35〜11︓20 学ぼう舎タイム（体験学習等の時間）  
11︓20〜11︓30 １日の振り返り、掃除、次回のお知らせ、児童解散 
11︓30〜12︓00 児童の見送り、師匠打合せ（振返り等）、日誌作成 
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２．募集内容等 

募 集 役 職 本庄市小学生学習支援事業 学ぼう舎 教育活動推進員（みんなの師匠） 

募 集 人 数 
【募集人数】若干名 
※配属希望会場を確認の上、会場の都合等に合わせて配属先を決定します。 

職 務 内 容 
〇コーディネーターと連携し、活動内容を企画・実施する。 
〇児童の学習活動を補助・支援・指導し、活動中の安全管理を行う。 

活 動 期 間 
活 動 日 程 

「１．学ぼう舎の概要」中、「実施日程」に準ずる 
※翌年度も継続して登録が可能です。年度末に継続登録の意思を確認します。 
※打合せ等で必要な場合、実施日以外にも活動をお願いすることがあります。 

申 請 条 件 

【必要な免許・資格】特になし 
【年齢】高校生以上 ※高校生の場合は保護者の同意が必要です。 
【次の条件に当てはまる方】 
・子どもと関わることが好きな方 
・次のことを全て順守できる方 
１．責任を持って職務を遂行すること。 
２．すべての児童に愛情を持ち、優しく誠実に接すること。 
３．態度や言葉遣いに注意し、児童のお手本となるよう行動すること。 
４．自らを律し、感情的にならずに冷静に児童へ接すること。 
５．児童を理解し、1人1人の個性を考慮し支援すること。 
６．児童の安全管理及び事故防止に努めること。 
７．学ぼう舎の外で参加児童と関わる場合、節度ある対応をすること。 
８．コーディネーターや他の教育活動推進員と協力し、事業の円滑な実施に努めること。 
９．緊急時は速やかにコーディネーターに報告し、指示に従って行動すること。 
10．以下の禁止事項を行わないこと。 

① 活動上知り得た情報の漏洩 
② 活動上知り得た情報を利用した政治・宗教または営利を目的とする行為 
③ 児童に対する体罰 
④ 実施会場内での喫煙（施設内禁煙） 
⑤ 活動上知り合った児童との私的交流 

謝 礼 

１．高校生 
・学ぼう舎実施日 2,000円分のクオカード１枚/支援１回（３時間） 
・実施日以外に打合せ等をした場合 700円分のクオカード１枚/１時間 

２．高校生以外 
・学ぼう舎実施日 謝金3,300円/支援１回（３時間） 
・実施日以外に打合せ等をした場合 謝金1,100円/１時間 
 
※以下のスケジュールで謝礼をお支払いします。 
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４〜６月分→７月中、７・８月→９月中、９・10月→11月中 
11・12月分→１月中、１・２月分→３月中 

 
３．登録申請について 

申 請 方 法 

別紙「みんなの師匠（教育活動推進員）登録申請書」に必要事項を記入の上、以下の
提出先に郵送または持参によって提出してください。 
※学ぼう舎コーディネーターまたは教育活動推進員からの案内による応募の場合は、申請時

にその旨をお申し出ください。 

提 出 先 
本庄市教育委員会 生涯学習課生涯学習係 
所在地︓〒367-8501 本庄市本庄3-5-3 本庄市役所４階 
※窓口開庁時間︓平日 午前８時30分〜午後５時15分 

申請後の流れ 
申請の受理後、日程を調整し、後日面接を行います。 
審査の結果、適性が認められた場合にみんなの師匠として登録されます。 
登録の可否および配属先の会場は、文書にて通知いたします。 

※ご不明な点がございましたら、表紙に記載の「お問合せ先」までお問合せください。 
以上 


